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（戦 後 に お け る 国語問題の記ゆみ）

文

部

省

は

、

早

く

か

ら

こ

の

問

題

の

重

要

で

あ

る

こ

と

を

認

姿

朋

治

以
来
、
国
語
調
査
委
員
会
〖
明
治
―
―
―
五
〕
。
臨
時
国
語
調
査
会

n
大
正
一

〇
〕
な
ど
を
置
い
て
、
国
語
•
国
字
の
調
杏
一
を
さ
せ
、
つ
い
で
昭
和
九
年

に

は

大

臣

の

諮

問

機

関

と

し

て

国

誇

審

議

会

を

設

け

て

、

国

語

政

策

の

立

案

審

議

に

あ

た

ら

せ

て

き

ま

し

た

。

国

語

審

議

会

は

二

十

四

年

建

議

機

関

に

改

組

さ

れ

て

、

今

日

に

及

ん

で

お

り

ま

す

。

調

査

局

国

語

開

は

、

国

誇

審

議

会

に

対

し

て

事

務

的

ム

技

術

的

な

援

助

を

ナ

る

と

同

時

に

、

国

語

シ

リ

ー

ズ

〈

お

わ

り

の

書

目

参

照

〕

の

刊

行

、

省

内

刊

行

物

の

審

査

な

ど

を

通

し

て

、

国

語

政

策

の

普

及

徹

底

に

努

め

て

お

り

ま

す

c
，

な

お

、

二

十

三

年

に

は

国

立

国

語

研

究

所

が

新

設

さ

れ

て

、

国

語

。

国

字

に

関

す

る

基

礎

昭

和

二

十

四

年

改

組

さ

れ

た

国

語

審

霞

会

は

、

そ

の

新

し

い

発

足

に

あ

た

っ

て

国

語

問

題

要

領

盆

国

語

白

書

〉

を

公

表

し

て

、

国

誇

の

現

状

と

国

詞

問

題

の

定

り

ど

こ

ろ

を

防

ら

か

に

す

る

と

と

も

に

、

国

語

問

題

の

審

蒙

の

基

準

を

示

し

ま

し

『

り

こ

れ

は

、

国

国

語

審

一

議

会

の

性

格

と

任

務

、

図

国

語

の

現

状

の

分

祈

、

⑱

国

語

間

題

の

歴

史

的

展

望

、

囮

匿

語

に

関

す

る

諸

機

関

、

固

国

誇

問

題

審

議

の

基

準

の

五

章

か

ら

成

り

、

き

わ

め

て

簡

単

な

叙

述

で

は

あ

灼

ま

ず

が

、

こ

の

問

題

を

展

望

す

る

の

に

、

ま

ず

参

考

と

な

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

こ

と

に

審

議

の

基

準

と

し

て

あ

げ

て

い

る

、

①

的

な

、

学

術

的

な

調

査

研

究

を

行

っ

て

お

り

ま

す

。

さ

し

つ

か

え

な

い

。

」

「

外

来

諾

は

、

か

な

書

き

に

す

る

。

」

「

＊

動

に

か

え

る

か

、

ま

た

は

、

か

な

書

き

に

す

る

。

」

「

ロ

「
イ

当

用

漠

字

表

と

裏

代

か

な

づ

か

い

昭

和

二

十

一

年

十

一

月

、
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す
義

務

教

育

を

容

易

に

す

る

こ

と

が

で

き

る

か

ど

う

か

、

⑫

一

般

の

言

語

生

活

、

特

に

文

字

の

使

用

と

理

解

と

を

能

率

化

す

る

こ

と

が

で

き

る

か

ど

う

か

、

田

文

化

を

創

造

し

た

り

受

け

つ

い

だ

り

す

る

の

に

、

ど

ん

な

影

響

を

与

え

る

か

と

い

う

四

項

饂

、

こ

の

問

題

を

考

え

る

う

え

で

、

た

い

せ

つ

な

こ

こ

で

は

、

便

宜

的

に

国

語

問

題

を

因

文

字

・

表

記

法

の

改

善

、

⑱

標

準

語

の

確

立

と

い

う

ふ

う

に

一

一

大

別

し

て

、

話

を

進

め

よ

う

と

思

い

ま

政

府

は

国

誇

審

醗

会

答

申

の

圭

用

漠

字

表

。

現

代

か

な

づ

か

い

を

採

択

し

て

、

内

閣

訓

令

。

告

示

と

し

て

公

布

し

ま

し

た

。

当

用

漢

字

衷

は

「

法

令

。

公

用

文

書

ょ

新

聞

お

よ

び

一

般

粒

会

で

、

使

用

す

る

漠

字

の

範

囲

を

示

し

た

」

も

の

で

、

字

数

一

八

五

〇

。

「

使

用

上

の

注

意

事

項

」

と

し

て

、

こ

の

表

の

漠

字

で

書

ぎ

あ

ら

わ

せ

な

い

こ

と

は

は

、

別

の

こ

と

は

代

名

詞

・

副

詞

。

接

続

詞

。

感

動

詞

・

助

動

詞

。

助

詞

は

、

な

る

べ

く

か

な

書

ぎ

に

す

る

。

」

「

る

。

た

だ

し

「

米

国

」

外

国

孟

ェ

華

民

国

を

除

く

〉

の

地

名

：

八

名

は

、

か

な

書

き

に

す

「

英

米

」

等

の

用

例

は

、

従

来

の

慣

習

に

従

っ

て

条

件

で

あ

り

ま

す

。

い

と

考

え

ま

す

。

ん

。

を

認

織

し

て

い

た

だ

き

、

ご

協

力

願

う

こ

と

は

意

義

の

な

い

こ

と

で

は

な

の

あ

ゆ

み

を

顧

み

て

、

さ

ら

に

多

く

の

か

た

が

た

に

国

語

問

題

の

霊

要

性

ら

れ

ま

す

。

そ

こ

で

、

こ

、

戦

後

に

お

け

る

国

語

数

善

の

癒

策

ョ

ン

と

し

て

の

は

た

ら

含

が

じ

ゅ

う

ぶ

ん

に

果

た

さ

れ

て

い

な

い

面

も

見

て

む

ず

か

し

い

漠

語

や

漠

字

が

行

わ

れ

、

言

語

の

マ

ス

コ

ミ

ニ

ニ

ケ

ー

シ

ど

う

し

て

も

必

要

な

条

件

な

の

で

あ

り

ま

す

。

特

に

｀

教

育

上

、

児

童

生

徒

に

与

え

る

負

担

を

へ

ら

す

た

め

に

3竺
こ

の

間

題

を

解

決

す

る

必

要

の

あ

る

こ

と

は

、

長

い

記

い

だ

識

者

に

よ

っ

て

主

張

さ

れ

て

き

た

と

こ

ろ

で

あ

り

ま

し

て

、

国

語

。

国

字

を

簡

易

化

し

、

民

主

化

す

る

こ

と

は

、

わ

が

国

の

重

要

な

文

教

政

策

の

一

つ

で

あ

る

と

い

っ

て

危

過

言

で

は

あ

り

ま

せ

れ

で

あ

り

ま

す

。

し

か

し

な

が

ら

一

方

に

は

ま

だ

ま

だ

旧

態

依

然

と

し

れ

の

社

会

生

活

の

能

率

を

あ

げ

、

国

民

文

化

の

水

準

を

高

め

る

う

え

に

、

「

て

ふ

て

ふ

」

が

「

ち

ょ

う

ち

上

う

」

に

な

っ

た

の

も

、

み

な

そ

の

現

わ

語

。

国

字

を

改

善

し

て

、

そ

の

IE常な発
逹

を

図

る

こ

と

は

、

わ

れ

わ

「

被

疑

」

に

、

「

け

ふ

」

が

「

き

ょ

う

」

に

、

さ

れ

て

か

ら

、

わ

れ

わ

れ

の

こ

と

ば

や

文

字

の

使

い

方

が

目

だ

っ

て

や

さ

し

く

な

っ

て

き

ま

し

た

。

た

と

え

は

、

「

聯

合

」

が

「

連

合

」

に

、

「

縞

輯

」

か

「

編

集

」

に

、

「

漬

職

」

か

「

汚

薇

」

に

、

「

輿

論

」

か

「

批

論

」

け
ん

に

、

「

嫌

疑

」

が

「

容

疑

」

笥

し

く

は

欧

米

か

ら

ロ

ー

マ

字

や

西

洋

語

を

取

り

入

れ

ま

し

た

が

、

こ

れ

ら

は

日

本

語

と

は

系

統

や

性

質

の

ち

が

っ

た

言

語

。

文

字

で

あ

る

ピ

め

に

、

複

婢

多

様

な

国

語

。

国

字

が

形

づ

く

ら

れ

て

、

そ

こ

に

い

ろ

い

ろ

な

間

類

が

お

こ

っ

て

い

る

の

で

あ

り

ま

す

。

そ

こ

で

、

こ

の

複

難

多

様

な

国

（戦後における国語問題のあゆみ：：

れ

て

、

こ

れ

ら

が

公

用

文

を

は

じ

め

教

科

書

上

新

聞

ょ

雑

誌

な

ど

に

実

行

ご

承

知

の

よ

う

に

、

わ

が

菌

で

は

、

古

く

中

国

か

ら

漠

語

・

漢

字

を

、

ま
え
が
き
—
ー
戦
後
、
当
用
漠
字
や
現
代
か
な
つ
か
い
が
公
布
さ

国

語

問

題

の

戦

後

に

お

け

る

ゆ

(30) 
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が

盆

例

）

重

態

ー

重

体

盆

例

）

市

立

ー

私

立

漢

字

で

書

け

て

も

こ

の

ま

し

く

な

い

も

の

）

の

言

い

か

え

・

書

き

か

え

、

x

x

x

x

 

盆

例

）

安

堵

↓

安

心

活

撥

↓

活

発

挨

拶

↓

あ

い

さ

つ

の

書

き

方

の

あ

る

漢

語

の

墜

狸

、

⑱

同

音

異

義

語

の

整

理

、

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

の

に

「

う

」

を

用

い

な

い

で

、

, } 僧

保
健
ー
保
険

、tti

な

ど

の

漢

語

の

整

理

|

ー

漢

字

の

問

題

に

は

、

ま

だ

漢

諾

の

整

理

と

か

、

固

戸

籍

法

施

行

規

則

も

一

部

改

正

さ

れ

て

、

子

の

名

に

使

っ

て

よ

い

漢

字

は

、

字

の

範

囲

と

し

て

指

定

さ

れ

て

い

た

当

用

漠

字

表

の

字

以

外

に

、

九

二

字

す
o,

「

は

」

「

へ

」

は

も

と

の

ま

ま

に

書

く

こ

と

を

本

則

と

す

る

。

G例
＞

わ

た

し

は

、

映

画

を

見

に

町

へ

行

く

。

図

ォ

列

の

長

音

C
よ

う

長

音

も

＞

を

表

わ

す

に

は

「

う

」

0

0

 

を

用

い

る

こ

と

を

本

則

と

す

る

。

G例
）

王

子

ー

お

う

じ

昨

日

ー

き

の

う

堕

一

誇

の

連

合

、

同

音

の

連

呼

に

よ

っ

て

生

じ

た

「

ぢ

」

「

づ

」

は

も

と

の

゜

ま

ま

。

（

例

）

鼻

血

ー

は

な

ぢ

三

日

月

ー

み

か

づ

き

縮

み

ー

ち

ぢ

み゜

鼓

ー

つ

づ

み

「

へ

」

を

「

わ

」

の

各

字

に

つ

い

て

「

字

体

の

標

準

を

示

し

た

」

も

の

で

あ

り

ま

す

。

印

刷

⑱

点

画

の

整

理

、

字

体

と

筆

写

体

と

を

な

る

べ

く

一

致

さ

せ

る

た

て

ま

え

で

、

①

異

体

の

統

合

、

扁

例

）

効

放

図

略

体

の

探

用

、

盆

例

）

県

縣

（

例

）

奢

者

030心急

を

試

み

て

お

り

ま

す

。

こ

れ

に

よ

っ

て

、

当

用

漢

字

表

の

中

の

簡

易

字

体

を

加

え

て

、

七

六

0前後
の

字

体

が

改

め

ら

れ

た

の

で

あ

り

ま

す

。

ま

た

別

に

、

―

-

+

―

―

一

年

一

一

月

に

は

当

用

漢

字

別

表

盆

教

育

漢

字

）

が

公

布

さ

れ

ま

し

た

。

こ

れ

は

、

「

当

用

漢

字

表

の

中

で

、

義

務

教

育

の

期

間

に

、

読

み

書

き

と

も

に

で

き

る

よ

う

に

指

導

す

る

こ

と

が

必

要

で

あ

る

と

認

め

」

ら

れ

た

字

で

、

八

八

一

あ

り

ま

す

。

当

用

漢

字

と

現

代

か

な

っ

か

い

と

に

よ

っ

て

、

こ

れ

か

ら

の

国

匿

の

書

ぎ

表

わ

し

方

に

い

ち

お

う

の

根

本

的

な

基

準

が

示

さ

れ

た

も

の

と

言

え

ま

有

名

詞

の

漠

字

を

ど

う

す

る

か

と

い

う

よ

う

な

大

き

な

問

題

が

残

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

漠

諾

の

整

理

に

は

①

当

用

漢

字

外

の

漢

語

0
あ

る

い

は

当

用
⑫

-

―

と

お

り

強
剛
ー
強
豪

ーグ/. 

、，，
 

渭

r吼
バ
，
し

（
 

例

外

と

し

て

、

夏

門

↓

ア

モ

イ

香

港

↓

ホ

国

の

地

名

・

人

名

0主と
し

て

民

国

以

後

）

は

、

原

則

と

し

て

現

代

の

中

譴

「

お

」

と

書

い

た

り

し

て

も

さ

し

つ

か

え

「

は

」

「

え

」

と

書

い

た

り

、

オ

列

の

長

音

を

表

わ

す

①
•
図
の
「
本
則
と
す
る
」
と
い
う
表
現
に
は
、
助
詞
の

ま

す

。

現

代

の

社

会

に

ひ

ろ

く

行

わ

れ

て

い

る

音

―

-
0
0六、訓
―

―

―

六

、

計

＝

―

-

三

一

の

音

訓

を

採

用

し

、

異

字

同

訓

は

つ

と

め

て

整

理

し

て

あ

り

ま

す

。

た

と

え

ば

、

「

み

る

」

と

い

う

訓

は

、

「

見

」

に

の

み

認

め

「

視

」

「

観

」

な

ど

は

「

み

る

」

と

は

使

え

な

い

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

二

十

四

年

四

月

の

当

用

漢

字

字

体

表

は

、

「

漢

字

の

読

み

書

含

を

平

易

に

し

て

正

確

に

す

る

こ

と

を

め

や

す

」

と

し

て

、

当

用

漢

字

表

固

有

名

詞

の

漢

字

ー

ー

固

有

名

詞

に

使

う

漢

字

の

問

題

は

、

ぎ

わ

め

て

重

大

な

の

で

あ

り

ま

す

が

、

国

民

感

情

や

法

規

関

係

の

う

え

か

ら

、

な

か

な

か

解

決

し

に

く

い

問

題

で

あ

り

ま

す

。

国

誇

審

議

会

で

は

、

ま

ず

当

用

漢

字

表

の

「

使

用

上

の

注

意

事

項

」

の

中

で

未

解

決

に

な

っ

て

い

た

、

中

国

の

地

名

・

人

名

の

書

き

方

の

問

題

を

取

り

上

げ

て

、

二

十

四

年

七

月

に

中

国

の

地

名

・

人

名

の

書

き

方

の

表

を

建

議

し

ま

し

た

。

こ

れ

は

、

中

国

標

準

音

に

よ

っ

て

、

か

た

か

な

で

書

く

こ

と

を

決

め

た

も

の

で

あ

り

ま

盆

例

）

蒋

介

石

↓

チ

ャ

ン

・

チ

ェ

シ

1

揚

子

江

↓

ャ

ン

ツ

ー

川

す

。

（

ヤ

ン

ツ

ー

・

チ

．

ヤ

ン

）

ン

コ

ン

な

ど

八

つ

の

地

名

は

、

国

際

的

慣

用

の

呼

び

方

に

よ

っ

て

お

り

ま

す

。

こ

の

中

国

音

、

か

た

か

な

書

き

の

方

式

は

、

放

送

・

新

聞

方

面

で

積

極

的

に

実

行

さ

れ

ま

し

た

が

、

昨

今

で

は

や

や

後

退

し

た

感

じ

が

し

ま

つ

い

で

、

国

誇

審

議

会

は

人

名

の

漢

字

の

問

題

を

取

り

上

げ

て

、

戸

籍

法

施

行

規

則

の

中

で

、

子

の

名

に

用

い

る

こ

と

の

で

き

る

常

用

平

易

な

漠

の

人

名

用

漢

字

を

選

定

、

建

議

し

、

こ

れ

が

政

府

に

探

択

さ

れ

て

、

二

十

六

年

五

月

人

名

用

漢

字

別

表

と

し

て

公

布

さ

れ

ま

し

た

。

し

た

が

っ

て

、

て

、

「

看

」

い

植

物

の

名

称

は

、

か

な

書

き

に

す

る

。

」

「

へ

あ

て

字

は

、

か

な

書

き

に

す

る

。

」

「

卜

ふ

り

が

な

は

、

原

則

と

し

て

使

わ

な

い

。

」

「

チ

専

門

用

ゅぁの
題

諾

に

つ

い

て

は

、

こ

の

表

を

基

準

と

し

て

、

整

理

す

る

こ

と

が

望

ま

し

阻

い

。

」

の

八

項

を

あ

げ

て

、

こ

れ

か

ら

の

用

字

の

方

針

を

示

し

て

お

り

ま

誇
這

す

。

現

代

か

な

づ

か

い

は

、

「

大

体

、

現

代

語

音

に

も

と

づ

い

て

、

現

代

け

諾

を

か

な

で

書

き

あ

ら

わ

す

場

合

の

準

則

を

示

し

た

」

も

の

で

、

「

主

と

ぉ
t

し

て

現

代

文

の

う

ち

口

話

体

の

も

の

に

適

用

す

る

」

こ

と

に

な

っ

て

お

り

こ後
戦

C
 

の

三

点

で

あ

り

ま

す

。

①

助

詞

「

を

」

は

も

と

の

ま

ま

。

け

れ

ば

な

ら

な

い

点

も

あ

り

ま

す

。

旧

か

な

っ

か

い

を

考

慮

し

た

点

は

次

に

は

旧

か

な

づ

か

い

の

ま

ま

の

部

分

も

残

さ

れ

て

い

る

の

で

、

記

憶

し

な

母

音

と

見

な

し

て

、当

用

漢

字

音

訓

表

・

字

体

表

・

別

表

ー

つ

い

で

、

二

十

三

年

一

一

月

に

公

布

さ

れ

た

当

用

漢

字

昔

訓

表

は

、

「

当

用

漠

字

表

の

各

字

に

つ

い

て

、

字

音

と

字

訓

と

の

整

理

を

行

い

、

今

後

使

用

す

る

音

訓

を

示

し

た

」

も

の

で

、

こ

れ

に

よ

っ

て

複

雑

な

漢

字

の

使

い

方

が

整

理

さ

れ

た

わ

け

で

あ

り

基

準

を

お

い

た

点

で

一

種

の

発

音

式

か

な

づ

か

い

で

は

あ

り

ま

す

が

、

中

す

。

ど

こ

ろ

を

求

め

て

い

る

の

に

対

し

て

、

現

代

か

な

っ

か

い

は

現

代

語

音

に

っ

と

発

音

ど

お

り

に

し

た

ほ

う

が

よ

い

と

い

う

論

も

お

こ

っ

て

お

り

ま

ま

す

。

旧

か

な

っ

か

い

、

い

わ

ゆ

る

歴

史

的

か

な

づ

か

い

が

古

典

に

よ

り

方

が

行

わ

れ

て

い

る

よ

う

で

す

。

こ

う

い

う

と

こ

ろ

か

ら

、

一

部

に

は

も

の

判

定

が

個

人

に

よ

っ

て

ち

が

う

の

で

、

多

少

の

混

乱

が

見

う

け

ら

れ

ま

゜

す

。

た

と

え

ば

、

「

手

綱

」

に

は

「

た

ず

な

」

「

た

づ

な

」

の

二

つ

の

書

き

と

に

な

っ

て

お

り

ま

す

。

⑱

の

湯

合

も

、

一

誇

と

見

る

か

、

二

語

と

見

る

か

聞

な

ど

は

す

べ

て

本

則

の

ほ

う

に

よ

っ

て

お

り

ま

す

。

な

お

、

図

に

関

連

「

大

ぎ

い

」

「

遠

い

」

「

通

る

」

の

類

は

、

長

音

で

は

な

く

、

連

゜

「

お

お

き

い

」

「

と

お

い

」

「

と

お

る

」

と

書

く

こ

し

て

、 な
い
と
い
う
意
味
を
含
ま
せ
て
い
る
の
で
す
が
、
公
用
文
・
教
科
書
•
新

C 33) 
(32) 



（戦後におげる国語問題のあゆみ）

（ 戦 後 に お け る 国 語 問 題 の あ ゆ み ）

後

、

時

勢

の

要

望

に

応

じ

て

、

二

十

一

年

六

月

ロ

ー

マ

字

教

育

協

議

会

が

設

け

ら

れ

、

そ

の

答

申

「

ロ

ー

マ

字

教

育

を

行

ふ

に

つ

い

て

の

意

見

」

「

ロ

ー

マ

字

教

育

の

指

針

」

に

怠

と

づ

い

て

、

二

十

二

年

四

月

か

ら

義

務

教

育

に

お

い

て

、

国

諾

教

育

の

一

部

と

し

て

ロ

ー

マ

字

教

育

が

実

施

さ

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

ロ

ー

マ

字

の

つ

づ

り

方

に

つ

い

て

は

、

昭

和

十

』

0

T', 
ロ

ー

マ

字

の

問

題

ー

|

次

に

口

］

マ

字

の

問

題

で

あ

り

ま

す

が

r

戦

れ

る

こ

と

が

望

ま

し

い

」

旨

を

添

え

て

発

表

し

ま

し

た

。

こ

の

案

は

ぶ

3
そ

の

表

記

が

、

国

民

一

般

に

行

わ

れ

や

す

い

こ

と

を

た

て

ま

え

と

す

る

r
⑳

そ

の

表

記

の

社

会

に

お

け

る

慣

用

の

5

濃

い

薄

い

を

合

わ

せ

考

え

る

、

⑱

表

記

が

一

一

様

に

わ

た

り

、

ま

だ

固

定

し

な

い

誇

が

多

い

た

め

、

そ

れ

ら

の

語

に

つ

い

て

は

一

々

に

つ

い

て

審

議

す

る

と

い

う

方

針

の

ぶ

と

に

、

一

の

原

則

か

ら

成

り

、

別

に

「

外

来

諾

用

例

集

」

が

つ

い

て

お

り

ま

た

の

で

、

こ

の

案

の

「

趣

意

が

ひ

ろ

く

社

会

に

普

及

し

一

般

に

実

行

さ

；

も

関

係

す

る

と

こ

ろ

が

大

き

い

の

で

、

三

式

を

統

一

す

る

必

要

を

認

め

、

ロ

ー

マ

字

調

査

会

0五
昭

和

―

―

-

=

-

〕

，

戸

）

マ

字

瓢

査

審

0
議

会

0
昭

和

二

四

]

)

が

餃

け

ら

れ

ま

し

た

が

r
そ

れ

ら

の

審

議

は

、

さ

ら

に

国

語

審

議

会

の

E
ー

マ

字

胴

査

分

科

審

議

会

公

昭

和

二

五

〕

に

よ

ゥ

て

引

ぎ

つ

が

れ

ま

し

た

。

そ

し

て

分

科

審

議

会

で

慎

重

に

審

攀

・

検

討

を

霊

ね

て

得

た

結

論

が

、

二

十

八

年

三

月

、

国

諾

審

頸

会

総

会

で

正

式

に

議

決

さ

れ

、

ロ

ー

マ

字

つ

づ

り

方

の

睾

ー

化

に

つ

い

て

と

し

て

建

麟

さ

れ

ま

し

た

。

そ

の

つ

づ

り

方

に

は

、

第

一

表

と

第

二

表

が

あ

り

、

「

国

語

の

ロ

ー

マ

字

の

つ

づ

り

方

は

第

一

表

に

よ

る

。

た

だ

し

、

第

二

表

の

つ

づ

り

方

を

用

い

て

応

よ

い

。

」

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

第

一

表

は

だ

い

た

い

訓

令

式

の

つ

づ

り

方

で

、

第

二

表

の

中

に

は

標

準

式

や

日

本

式

の

つ

づ

り

方

が

は

い

っ

て

お

り

ま

す

。

両

表

の

具

体

的

な

眠

扱

に

つ

い

て

は

、

さ

ら

に

必

要

な

機

関

と

連

絡

し

て

決

定

の

の

う

え

、

ロ

ー

マ

字

の

単

一

な

つ

づ

り

方

が

、

政

府

部

内

お

よ

び

毅

務

教

育

は

も

ち

ろ

ん

、

ひ

ろ

く

一

般

社

会

に

用

い

ら

れ

る

よ

う

必

要

な

処

置

を

と

る

こ

と

が

要

望

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

そ

の

後

、

教

育

で

は

、

昭

和

三

十

年

度

か

ら

こ

れ

を

実

施

す

る

よ

う

処

置

が

と

ら

れ

ま

し

た

。

な

お

r
二

十

九

年

三

月

に

は

、

国

語

審

醗

会

か

ら

、

「

ロ

ー

マ

字

痴

育

い

う

成

案

を

得

ま

し

た

が

、

異

論

が

あ

っ

て

建

職

に

ま

で

い

た

ら

な

か

っ

に

つ

い

て

は

、

国

諾

審

議

会

で

一

一

十

九

年

＝

―

一

月

「

外

来

語

の

表

記

」

と

末

解

決

の

ま

ま

に

な

っ

て

お

り

ま

ず

。

た

だ

、

外

来

語

の

書

ぎ

表

わ

し

方

式

の

混

乱

が

は

な

は

だ

し

く

な

り

ま

し

た

。

こ

れ

は

ロ

ー

マ

字

教

育

に

用

文

の

方

面

で

は

、

多

少

決

ま

っ

て

い

る

部

分

も

あ

り

ま

す

が

、

多

く

は

ン

式

〉

や

日

本

式

の

つ

づ

り

方

忍

さ

か

ん

に

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

、

一

、

か

た

か

な

の

使

い

方

な

ど

多

く

の

問

題

が

残

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

公

い

に

単

一

化

の

方

向

に

寄

り

ま

し

た

が

、

欺

後

に

わ

か

に

標

準

式

（

ヘ

ボ

お

ど

り

字

法

、

わ

か

ら

書

き

法

な

ど

の

制

定

f

左

横

書

き

の

統

二

年

九

月

、

内

閣

訓

令

に

よ

る

、

い

わ

ゆ

る

訓

令

式

が

決

定

さ

れ

、

し

た

磨
t

改

定

す

る

こ

と

は

避

け

て

「

当

用

漠

字

表

審

謬

報

告

」

と

し

て

、

J

の

翠

｀

外

国

誇

人
名
を
含
む
〕

。

外

来

語

の

書

き

表

わ

し

方

、

句

い

の

で

、

慎

重

に

考

慮

し

、

こ

れ

に

よ

っ

て

た

だ

ち

に

姜

用

涙

字

表

睾

を

表

記

法

の

諸

問

題

ー

ー

そ

の

他

℃

表

記

法

の

面

で

は

、

送

り

が

な

得

ま

し

た

。

し

か

し

、

そ

の

補

正

は

影

響

す

る

と

こ

ち

炉

含

わ

め

て

大

き

の

捕

疋

の

問

題

に

つ

い

て

審

議

し

＇

f

二

十

九

年

＝

＝

月

い

ち

お

う

の

成

案

を

な

ど

も

姿

然

考

え

ら

れ

る

べ

き

で

あ

り

ま

し

き

り

。

た

の

で

P

実

行

上

か

ん

が

み

て

、

国

語

審

議

会

で

は

当

用

漠

字

れ

ろ

と

こ

ろ

で

あ

り

ま

す

。

そ

の

節

に

は

、

音

訓

の

修

正

、

略

字

の

追

加

当

用

漠

字

の

補

正

，

＇

，

1
1，平
＝

用

漢

字

表

が

公

布

さ

れ

て

か

ら

数

年

を

経

ら

、

将

来

、

当

用

漠

字

表

の

字

数

に

増

減

の

あ

る

だ

ろ

う

こ

と

は

予

想

さ

漠

字

の

使

用

は

、

時

代

に

よ

っ

て

多

少

変

わ

る

も

の

で

あ

り

ま

ず

か

く

そ

の

根

本

的

対

策

が

要

望

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

ま

す

。

し

か

し

な

が

rで固有名
詞

の

漠

字

の

問

題

は

末

解

決

の

部

分

が

多

関

係

あ

る

の

は

「

個

」

と

「

慰

」

の

ご

字

の

音

訓

・

字

体

の

変

更

で

克

り

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

C

「
燈
I
i

の

よ

う

に

改

め

た

忍

の

で

あ

り

ま

す

。

教

育

漠

字

に

い

よ

う

な

も

の

に

決

定

さ

れ

る

よ

う

」

適

当

な

処

置

を

と

る

こ

と

を

希

墓

「

釣

：

門

」

な

ど

一

一

八

字

を

加

え

、

別

に

音

訓

・

字

体

を

「

個

]

↓

Il」

精

神

に

沿

っ

て

「

で

き

る

だ

け

わ

か

り

や

す

く

、

読

み

ち

が

い

の

起

ら

な

ニ

八

字

を

削

り

、

新

し

く

「

僕

]

げ

.

]

「

据

lI」

「

杉

吋

町

」

「

汁

t

l

.

」

上

、

通

信

・

ラ

ジ

ナ

・

交

通

・

華

務

上

、

印

刷

上

、

不

便

や

支

障

が

多

い

と

い

う

理

由

で

、

合

併

後

の

市

町

村

名

の

書

き

表

わ

し

方

が

、

当

用

漢

字

の

は

、

当

用

漢

字

か

ら

「

但

」

「

嚇

」

「

朕

」

盃
爵
」

「

脹

」

「

隷

」

な

ど

九

年

四

月

か

ら

こ

の

補

正

資

料

を

紙

面

に

実

施

し

て

お

り

ま

す

。

）

こ

の

案

の

建

職

は

、

む

ず

か

し

い

漠

字

r

む

ず

か

し

い

読

み

方

の

地

名

は

、

教

育

注

意

し

て

い

た

だ

き

た

い

の

で

あ

り

ま

す

。

た

だ

し

、

新

聞

で

は

、

二

十

定

す

る

に

あ

た

っ

て

し

だ

い

に

考

慮

さ

れ

て

い

る

よ

う

で

あ

り

ま

す

。

こ

教

育

上

の

取

扱

は

、

す

こ

し

も

変

更

さ

れ

る

も

の

で

に

な

い

こ

と

を

特

に

方

自

治

庁

に

よ

っ

て

関

係

方

面

に

説

明

さ

れ

て

、

新

し

い

市

町

村

名

を

決

っ

て

i

～

こ

れ

に

よ

っ

て

、

従

来

の

当

用

漠

宇

表

の

内

容

や

、

法

令

お

よ

び

名

の

書

き

表

わ

し

方

に

つ

い

て

を

内

閣

総

理

大

臣

に

建

醗

し

、

こ

れ

は

地

さ

れ

る

と

考

え

ら

れ

る

」

と

い

う

旨

を

添

え

て

発

表

し

ま

し

た

。

し

た

が

二

十

八

年

十

月

に

は

、

町

村

の

合

併

に

よ

っ

て

新

し

く

つ

け

ら

れ

る

地

お

実

践

を

重

ね

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

そ

の

実

用

性

と

適

姿

さ

が

明

ら

か

に

し

た

。

な

る

も

の

」

で

あ

り

「

こ

の

さ

い

一

般

の

批

判

を

心

と

め

、

今

後

も

な

当

用

漠

字

表

の

口

八

王

0字
と

こ

の

別

表

の

九

一

一

字

と

の

範

囲

に

な

り

ま

案

は

「

将

来

当

用

漢

字

衰

の

補

正

を

決

定

す

る

さ

い

の

基

本

的

な

資

料

と

9
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レ
ー
ン

に

つ

い

て

」

こ

の

ほ

か

、

「

ロ

ー

マ

字

文

の

わ

か

ち

書

き

に

つ

い

て

」

と

い

う

、

部

会

の

中

間

報

告

が

発

表

さ

れ

ま

し

た

。

ロ

ー

マ

字

に

つ

い

て

は

、

国

字

問

題

の

立

場

か

ら

、

か

な

・

漢

字

と

の

比

較

に

お

い

て

、

そ

の

優

劣

を

決

定

す

る

と

い

っ

た

よ

う

な

重

大

な

問

題

も

残

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

準

発

音

0
ア

ク

セ

ン

ト

を

含

む

）

・

標

準

誇

法

・

標

準

文

体

・

敬

語

法

の

制
定
や
、
外
来
誇
•
新
誇
の
整
碑
、
学
術
用
語
・
公
用
文
・
商
用
文
•
新

開

用

語

・

放

送

用

語

の

改

善

な

ど

の

諸

問

題

が

あ

り

ま

す

。

国

諾

審

議

会

で

は

、

標

準

語

に

つ

い

て

審

譲

し

、

二

十

九

年

―

―

一

月

の

総

会

に

「

標

準

語

の

た

め

に

」

と

い

う

部

会

報

告

が

出

さ

れ

ま

し

た

。

こ

れ

は

標

準

語

の

重

要

な

点

を

審

議

し

た

も

の

で

、

そ

の

第

一

部

は

、

「

現

在

の

東

京

語

を

素

材

的

に

取

り

上

げ

て

、

そ

の

中

に

正

し

い

形

と

誤

っ

た

ま

た

は

な

ま

っ

た

形

と

を

振

り

分

け

て

、

将

来

の

標

準

諾

の

姿

へ

の

方

向

を

明

ら

か

に

し

よ

う

と

努

力

し

た

も

の

」

で

あ

り

、

第

一

一

部

は

、

「

標

準

諾

と

し

て

の

こ

れ

か

ら

の

日

本

語

が

こ

う

あ

り

た

い

と

思

う

理

想

を

言

諾

生

活

の

各

部

面

に

わ

た

っ

て

考

え

た

も

の

」

で

あ

っ

て

、

今

後

、

標

準

諾

の

問

題

を

審

識

す

る

場

合

に

一

つ

の

賽

料

と

な

る

こ

と

と

思

い

ま

す

。

正

式

に

決

ま

っ

た

も

の

と

し

て

は

、

二

十

七

年

四

月

に

建

識

さ

れ

た

こ

れ

か

ら

の

敬

語

が

あ

り

け

ら

れ

て

、

新

学

術

用

諾

の

制

定

の

事

業

が

始

め

ら

れ

ま

し

た

。

そ

の

後

、

文

部

省

の

学

術

用

語

調

査

会

盆

昭

和

二

四

）

を

経

て

、

現

在

は

学

術

奨

励

審

議

会

学

術

用

諾

分

科

審

議

会

盆

昭

和

二

五

）

に

よ

っ

て

審

職

が

続

け

ら

れ

て

お

り

ま

す

。

こ

れ

は

、

自

然

科

学

部

門

の

数

字

・

物

碑

学

・

化

学

・

動

物

学

・

植

物

学

・

地

学

・

機

披

学

・

電

気

学

・

土

木

工

学

・

建

築

学

・

探

鉱

ャ

金

学

・

船

舶

学

・

農

学

・

医

学

・

工

学

技

術

・

映

画

技

術

、

人

文

科

学

部

門

の

経

済

学

・

宗

教

学

・

図

書

館

学

な

ど

の

諸

方

面

に

わ

た

っ

て

、

各

学

会

の

協

力

の

も

と

に

、

当

用

漠

字

・

現

代

か

な

づ

か

い

に

よ

っ

て

、

や

さ

し

く

わ

か

り

や

す

い

学

術

用

諾

を

制

定

し

よ

う

と

す

る

事

業

で

あ

り

ま

す

。

こ

の

う

ち

、

数

学

2
約

二

五

0
0語）
・

物

理

学

aa-―

―

五
0
0
語
）
・
動
物
学G
約
二
五
0
0
語
）
•
土
木
工
学
公
約
六0
0
0
語
]
)

採

鉱

ャ

金

学

公

約

四

0
0
0語）
の

五

部

門

の

用

誇

集

が

決

定

し

、

二

十

九

年

―

―

一

月

、

文

部

大

臣

に

学

術

用

語

の

制

定

に

つ

い

て

の

答

申

が

行

わ

れ

ま

し

た

。

つ

い

で

七

月

、

次

官

会

議

申

合

せ

に

よ

っ

て

、

今

後

各

省

庁

で

使

用

9
,
ぐヽ

.u. 
.,.三iv

⑪
標
準
語
の
碓
立

-̀ 
叡

起

重

機

↓

ク

す

る

専

門

用

誇

は

、

こ

れ

を

基

準

と

し

て

統

一

，

す

る

よ

う

努

め

る

こ

と

に

x

x

 

な

り

ま

し

た

。

盆

巴

函

数

↓

関

数

拗

物

線

↓

放

物

線

x

x

 

梯
形
↓
台
形
楕
円
↓
だ
円
•
長
円
。

公

用

文

の

改

善

|

ー

官

庁

用

誇

・

公

用

文

の

改

善

も

ま

た

、

そ

の

歴

史

は

戦

前

に

さ

か

の

ぼ

る

こ

と

が

で

き

ま

す

が

、

戦

後

の

ス

ク

ー

ト

は

、

二

十

一

年

四

月

、

憲

法

改

正

草

案

（

口

語

体

）

の

発

表

、

「

各

官

庁

に

お

―`’  

さ

ら

に

、

各

省

庁

の

文

書

担

当

官

か

ら

成

る

公

用

文

改

善

協

議

会

で

「

公

ま

す

。

こ

れ

は

、

基

本

の

方

針

と

し

て

、

①

こ

れ

ま

で

の

敬

語

は

、

旧

時

代

に

発

達

し

た

ま

ま

で

、

必

要

以

上

に

煩

雑

な

点

が

あ

っ

た

。

こ

れ

か

ら

の

敬

語

は

、

そ

の

行

き

す

ぎ

を

戒

め

、

誤

用

を

正

し

、

で

き

る

だ

け

平

朋

・

簡

素

に

あ

り

た

い

。

⑫

こ

れ

ま

で

の

敬

諾

は

、

主

と

し

て

上

下

関

係

に

．

立

っ

て

発

逹

し

て

き

た

が

、

こ

れ

か

ら

の

敬

語

は

、

各

人

の

基

本

的

人

格

を

尊

重

す

る

相

互

尊

敬

の

う

え

に

立

た

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

⑱

女

性

の

こ

と

ば

で

は

必

要

以

上

に

敬

語

ま

た

は

美

称

が

多

く

使

わ

れ

て

い

る

C
た

と

え

ば

「

お

」

の

つ

け

す

ぎ

な

ど

）

。

こ

の

点

、

女

性

の

反

省

・

自

覚

に

よ

っ

て

、

し

だ

い

に

純

化

さ

れ

る

こ

と

が

望

ま

し

い

。

囮

奉

仕

の

精

神

を

取

り

ち

が

え

て

、

不

当

に

高

い

尊

敬

誇

や

、

不

当

に

低

い

謙

そ

ん

語

を

使

う

こ

と

が

特

に

商

業

方

面

な

ど

に

多

か

っ

た

。

そ

う

い

う

こ

と

に

よ

っ

て

、

し

ら

ず

し

ら

ず

自

他

の

人

格

的

尊

厳

を

見

失

う

こ

と

が

あ

る

の

は

、

は

な

は

だ

い

ま

し

む

べ

き

こ

と

で

あ

る

。

こ

の

点

に

お

い

て

国

民

一

般

の

自

覚

が

望

ま

し

い

の

三

っ

を

示

し

、

一

1

一

項

に

わ

た

っ

て

日

常

の

言

語

生

活

に

お

け

る

身

近

な

問

題

点

を

取

り

上

げ

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

こ

れ

に

よ

っ

て

、

敬

誇

の

使

い

方

の

大

筋

が

決

ま

っ

た

も

の

と

言

え

ま

し

ょ

う

。

企

画

院

0
の

ち

技

術

院

と

な

る

J

の

委

嘱

に

よ

っ

て

全

日

本

科

学

技

術

団

体

聯

合

会

が

行

っ

て

お

り

ま

し

た

が

、

戦

後

の

昭

和

二

十

二

年

、

当

時

の

「

今

後

各

官

庁

に

お

け

る

文

書

及

び

新

た

に

制

定

公

全

文

教

正

を

含

む

。

）

す

る

法

令

の

文

体

・

用

諾

・

用

字

・

旬

読

点

等

は

、

今

回

発

表

さ

れ

た

憲

法

改

正

草

案

の

例

に

な

ら

う

こ

と

と

て

は

当

分

の

間

、

従

来

の

通

り

と

す

る

こ

と

。

」

と

い

う

の

で

あ

り

ま

す

。

部

省

）

で

、

第

一

そ

れ

を

具

体

的

に

示

し

た

も

の

が

、

官

庁

用

語

を

平

易

に

ず

る

標

準

G
文

標

準

と

、

別

表

か

ら

成

り

、

用

語

・

方

針

、

第

二

文

体

な

ど

に

わ

た

っ

て

お

り

ま

す

。

こ

れ

が

、

六

月

の

次

官

会

議

で

「

官

庁

用

誇

を

平

易

に

す

る

標

準

に

関

す

る

件

」

と

い

う

申

合

せ

に

な

り

ま

し

た

。

つ

い

で

、

文

部

省

に

「

公

文

用

誇

の

手

び

き

」

編

修

協

議

会

が

設

け

ら

れ

、

土

一

月

に

は

、

同

書

の

実

行

に

つ

い

て

「

官

庁

の

用

語

・

用

字

を

や

さ

し

く

す

る

件

」

と

い

う

次

官

会

議

申

合

も

が

あ

り

ま

し

た

。

そ

の

後

文

用

語

の

手

び

き

」

を

改

編

し

、

こ

れ

が

、

二

十

―

―

一

年

五

月

の

次

官

会

議

申

合

せ

、

六

月

の

閣

議

報

告

の

「

官

庁

の

用

語

・

用

字

を

や

さ

し

く

す

る

こ

と

に

つ

い

て

」

に

よ

っ

て

、

・

実

行

さ

れ

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

ま

た

六

月

に

は

、

内

閣

に

公

用

文

改

善

協

議

会

が

懺

か

れ

、

二

十

四

年

四

月

、

公

用

文

の

改

善

が

総

理

大

臣

に

報

告

さ

れ

て

、

閣

譲

了

解

と

な

り

ま

し

た

。

そ

し

て

、

そ

の

実

行

に

つ

い

て

、

「

公

用

文

作

成

の

基

準

に

つ

い

て

」

と

し

て

各

省

庁

に

依

命

通

逹

さ

れ

ま

し

た

。

「

公

用

文

の

改

善

」

の

し

、

で

き

る

だ

け

そ

の

平

易

化

に

つ

と

め

る

こ

と

。

但

し

、

法

令

に

つ

い

で

あ

り

ま

す

。

そ

の

内

容

は

、

け

る

文

書

の

文

体

等

に

関

す

る

件

」

こ

法

務

局

）

と

い

う

次

官

会

議

決

定

゜ヽヽ
『i

 

,4-

囀

学

術

研

究

会

譲

に

学

術

文

献

鯛

査

特

別

委

員

会

学

術

用

語

制

定

科

会

が

設

こ

れ

か

ら

の

敬

語

ー

ー

標

準

語

の

問

題

と

し

て

は

、

標

準

語

い

・

標

学

術

用

語

の

制

定

ー

ー

学

衛

用

語

の

敦

善

の

事

業

は

、

戦

争

中

に

も

C 37) 
(36) 
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（戦後における国語問題のあゆみ） ＇ 
（ 戦 後 に お け る 国 諾 問 題 の あ ゆ み ）

公

文

用

誇

の

文
部
省
教
科
書
嗜
文
部
省
昭
―
]
-
•
―
―
―

査

課

国

誇

調

査

尋

謡

現

の

使

ひ

方

〔

旬

読

ク

く

り

か

へ

し

符

号

の

使

ひ

方

グ

〔

を

ど

り

字

法

〕

盆

案

]

)

a

外

国

の

地

名

・

人

名

の

書

き

方

ク

盆

案

）

当

用

漢

字

表

・

現

代

か

な

っ

か

内

い

表

新

制

当

用

漠

字

要

覧

文

現

代

か

な

っ

か

い

＊
昭
―
―
―
―
-
•
七
、
数
訂
増
補
、
―

1
0円

品

置

・

ニ

、

改

訂

、

E
0

円

警
用
漢
字
音
訓
表
叡
部
省
疇
g
科
書
疇
文
部
省
昭
―
―
―
―

-
•
-
1

＊
昭
＝
＝
―
-
•
三
、
学
徒
図
書
組
合
発
＇

行

、

1
-
0
円

手
び
き
総
碑
庁
・
文
部
省
項
這
鴫
昭
―
―
―
-
•
四

閣

・

文

部

省

昭

―

―

-

・

―

―

―

印

刷

局

昭

―

―

l

.

―――

省

四

円

部

‘’ 

‘’ 

／ヽ

／ヽ

‘’ 

‘ 

送

り

が

な

の

つ

け

方

q

全

） 文
部
省
（
国
語
課
）
刊
行
書
目

ま

す

。

（

二

九

・

ニ

・

一

八

）

解

決

に

ご

協

力

く

だ

さ

れ

る

よ

う

望

ん

で

、

こ

の

稿

を

閉

じ

た

い

と

思

い
・
 

I
`
 ‘
 

~, 
(~ 

→,̀ 

、'

つ

い

て

の

別

絋

と

し

て

、

総

碑

大

臣

に

建

議

さ

れ

ま

し

た

。

改

正

例

は

内

用

誇

用

字

に

つ

い

て

、

第

二

書

き

方

に

つ

い

て

、

付

録

文

例

集

で

あ

り

ま

す

。

注

目

す

べ

き

こ

と

は

、

人

名

盆

事

務

用

書

類

に

お

け

る

）

・

地

名

も

さ

し

つ

か

え

な

い

限

り

か

な

書

き

し

て

も

よ

い

と

い

う

こ

と

と

、

＇

一

定

の

猶

予

期

間

を

定

め

て

な

る

べ

く

広

い

範

囲

に

わ

た

っ

て

左

横

書

き

に

し

、

そ

の

場

合

か

た

か

な

を

用

い

て

よ

い

こ

と

と

を

決

め

た

こ

と

で

あ

り

ま

し

ょ

う

。

つ

い

で

、

こ

の

事

業

は

国

語

審

議

会

に

移

さ

れ

、

二

十

五

年

十

月

に

は

法

令

の

用

匿

用

字

の

改

善

に

つ

い

て

の

建

議

が

文

部

大

臣

・

法

務

総

裁

あ

て

行

わ

れ

、

法

令

の

用

諾

用

字

の

平

易

化

お

よ

び

統

一

の

た

め

、

法

務

府

が

中

心

と

な

り

、

す

み

や

か

に

審

議

機

関

を

設

け

る

等

適

当

な

方

法

で

、

―

―

一

項

の

こ

と

に

つ

き

、

調

査

研

究

す

る

こ

と

が

希

望

さ

れ

ま

し

た

。

さ

ら

に

、

国

誇

審

議

会

は

、

二

十

六

年

十

月

、

戦

後

に

お

け

る

公

用

文

改

善

の

諸

施

策

を

整

備

し

て

、

公

用

文

作

成

の

要

領

を

作

り

、

こ

れ

が

各

方

面

に

普

及

徹

底

す

る

よ

う

、

公

用

文

改

善

の

痙

旨

徹

底

に

つ

い

て

を

総

理

大

臣

と

文

部

大

臣

に

建

議

し

ま

し

た

。

ま

た

、

公

文

書

の

横

書

き

に

つ

い

て

を

作

っ

て

、

同

時

に

は

次

官

会

議

の

了

解

と

な

り

、

公

文

書

の

左

横

書

き

に

つ

い

て

を

総

狸

大

臣

に

建

議

し

ま

し

た

。

こ

れ

ら

「

公

用

文

作

成

の

要

領

」

は

各

省

庁

に

依

命

通

逹

さ

れ

、

左

横

書

き

は

人

事

院

・

文

部

省

に

続

い

て

、

国

鉄

・

大

蔵

省

・

通

産

省

・

農

林

省

な

ど

が

、

全

面

的

に

実

施

す

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

な

お

一

一

十

九

年

一

一

一

月

に

は

、

法

令

用

語

改

正

例

が

法

令

用

語

改

善

に

と

ば

や

文

字

が

や

さ

し

く

、

わ

か

り

や

す

く

な

っ

て

き

ま

し

た

こ

と

は

、

民

主

的

な

社

会

や

文

化

を

築

く

た

め

に

な

ん

と

言

っ

て

も

大

き

な

喜

び

で

あ

り

ま

す

。
教

育

に

た

ず

さ

わ

る

か

た

が

た

に

お

か

れ

て

も

、

国

語

問

題

の

重

要

性

を

じ

ゅ

う

ぶ

ん

に

認

識

し

、

ご

理

解

に

な

っ

て

、

施

策

の

普

及

と

問

題

の

内

容

は

、

第

文

体

に

つ

い

て

、

第

9、↑

文

教

協

「

改

ロ

ー

マ

字

教

育

の

指

針

」

文

部

省

監

修

会

昭

＝

玉

．

＾

訂

六

0
円

解
説

‘
 

国

誇

審

議

会

公

文

書

文

部

大

臣

官

房

総

務

課

文

部

省

グ

の

書

式

文

部

省

調

査

普

及

局

国

』

g

課

国

語

問

題

要

領

ク

グ

‘’ 
印

刷

庁

昭

―

―

三

八

0
円

総

合

当

用

漢

字

表

文

部

‘’ ‘ ヽ ’

ロ

ー

マ

字

教

育

の

指

針

文

ロ

ー

マ

字

文

の

書

き

方

小

学

校

国

諾

学

習

効

果

判

定

に

一

年

の

つ

い

て

文

部

省

教

科

書

局

ク

現

代

か

な

っ

か

い

の

書

実

態

調

国

語

課

記

能

力

に

関

す

る

査

報

告

当

用

襖

浮

に

関

す

る

文

ク

現

代

か

な

っ

力

し

献

目

録

国

諾

付

諸

ヽ 、

部

省

●
,
 

,
i
`
¥
 

,

‘

A
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ヽ
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閣

法

制

局

・

衆

参

両

院

法

制

局

の

協

カ

・

援

助

に

よ

っ

て

作

成

さ

れ

た

も

の

で

、

同

音

誇

の

整

理

や

、

意

味

の

通

じ

に

く

い

む

ず

か

し

い

こ

と

ば

、

当

用

漢

字

表

・

同

音

訓

表

に

は

ず

れ

た

漢

字

を

用

い

た

こ

と

ば

な

ど

の

言

い

か

え

・

書

き

か

え

が

行

わ

れ

て

お

り

ま

す

。

盆

例

）

「

科

料

」

「

過

科

」

x
 

「

拘

留

」

「

勾

留

」

は

、

後

者

をx

x

 

堰
堤
↓
ヤ
ク
ム
交
叉
↓
交

は

、

後

者

を

「

過

怠

料

」

と

す

る

。

x
x
x
 

「

拘

置

」

と

す

る

。

鎖

鍮

・

鍮

匙

↓

か

ぎ

x
 

差

失

踪

↓

失

宗

。

こ

れ

は

、

十

月

「

法

令

用

語

の

教

善

に

つ

い

て

」

と

し

て

次

官

会

議

の

申

合

せ

と

な

り

、

各

省

庁

に

そ

の

周

知

・

実

行

方

が

通

新
聞
・
放
送
の
用
語
の
改
善
|
—
新
聞
用
語
や
放
送
用
語
の
改
善

の

歴

史

も

ま

た

古

い

の

で

す

が

、

現

在

は

日

本

新

聞

協

会

の

新

聞

用

語

懇

談

会

や

、

N
H
Kの
放

送

用

諾

調

査

委

員

会

な

ど

が

活

発

に

仕

事

を

し

て

、

マ

ス

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

と

し

て

の

新

開

・

放

送

の

用

誇

を

や

さ

し

く

、

わ

か

り

や

す

く

す

る

こ

と

に

努

め

て

お

り

ま

す

。

新

聞

に

お

け

る

漢

語

の

言

い

か

え

・

書

き

か

え

、

N
H
Kの
用

話

関

係

の

刊

行

物

な

ど

注

目

す

べ

き

も

の

で

あ

り

ま

す

。

む

す

び

ー

以

上

で

国

誇

問

題

は

尽

き

る

も

の

で

は

あ

り

ま

せ

ん

が

、

戦

後

、

当

用

漢

字

・

現

代

か

な

づ

か

い

を

中

心

と

し

て

国

誇

改

善

の

｀

諸

施

策

が

順

調

に

行

わ

れ

、

各

方

面

の

協

力

に

よ

っ

て

、

わ

れ

わ

れ

の

こ

表中 当公

便 国付

覧地査国用用録

名委語漢文

・員審

人長議字の

名報会

の告に字書

書お

きけ体き．

方る

の主表方

国 文 ク グ

』•
叩9

省 課 局

会文審国

翌 教 職

円協会諸

昭昭

孟．孟．． 
九七

査

沿

革

資

料

国

に

お

け

る

国

誇

国

ク

題

に

関

す

る

文

献

目

＊

昭

＝

―

六

．

＾

‘

増

訂

版

発

行

、

四

0

円

急

譴

畔

這

翡

隷

書

き

ク

或

ロ

ー

マ

字

教

育

の

指

針

ク

訂

昭
―
―
四
•
―
-

昭

―

―

四

・

―

―

―

昭
―
―
芦
•
四

昭

孟

・

―

―

―

昭

孟

・

六

知

さ

れ

ま

し

た

。
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（ 戦 後 に 忠 け る 国 語 問 題 の お ゆ み ）

（戦後における国語問題のあゆみ）

贔

翠

さ

、

光

風

出

版

発

行

、

奨

円

文

部

省

鵬

査

局

”

グ

羹

用

文

の

書

き

方

（

グ

国

語

課

語

源

を

た

ず

ね

て

〈

タ

21 
にノ

20 

大

岡

保

ダ

ヽ み

適

用

す

る

。

C3-

国

悟

問

題

問

答

岡

〔

ダ

崩

翠

宍

光

風

出

版

発

行

、

言

19 
9 -

99 

9グ

ヽ

用

字

用

さ

ら

に

進

ん

だ

鷹

国

語

シ

リ

文

部

省

調

査

局

グ

隊

に

認

け

る

口

(

4

8

3

)

国

語

課

マ

字

文

の

学

習

指

／

ー

ス

］

噂喜

矛

一

0
、

光

風

出

版

発

行

言

円

国

際

的

関

係

そ

第

1
表

に

掲

げ

た

つ

づ

り

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

2

こ

、

事

情

に

あ

る

場

合

に

限

の

他

従

来

の

慣

例

を

に

わ

か

に

敬

め

が

1
,
>

こ

よ

っ

て

も

さ

し

つ

か

え

な

い

。

り

、

第

2
表

に

掲

げ

た

つ

づ

り

方

ー

お

お

む

ね

そ

え

が

き

を

塑

一

項

の

い

ず

れ

の

場

合

に

お

い

て

も

、

昭

元

・

―

―

―

さ

れ

ま

し

た

（

ま

え

が

き

ー

1
一

般

に

国

語

を

襲

き

表

わ

ず

場

合

は

、

爵

例

／ヽ

ヽr

霞

グ

し

て

ロ

ー

マ

｛

子

の

言

り

方

が

正

式

に

公

布

付

内

閣

訓

令

c

同

告

示

と

話

の

か

け

国

語

ジ

6
9
)

吉

国

悟

の

た

め

に

（

ー

ズ

ー

喜

―

"

え

、

光

風

出

版

発

行

、

羮

円

近

批

の

菌

語

教

育

（

ク

ロ

〕

真

贔

元

ん

、

光

風

出

版

発

行

、

―

―

-
0円

文

部

大

臣

宣

卓

文

部

省

お

て

公

文

魯

の

書

式

文

部

省

調

査

局

L

方

グ

‘

至甲至匡
臣衣四

ダグ

/’ 

U坦
記

]

、

昭

和

二

十

九

年

十

二

月

九

日

て

の

趣

旨

が

政

府

に

採

択

さ

れ

て

呈で一―

E
 

マ

字

つ

づ

り

方

の

単

一

化

に

そ

の

後

国

語

審

霰

会

建

醗

の

口

i

下

Iヽ

郎

みr

ダ

‘’ 

土

木

工

学

『

編

・

／

採

鉱

ャ

グ

金

学

麟
訊

当

調

査

芦

四

国

語

嬰

．
~
ー
・
・

幸

次

郎

、,.

/f 

’’ 

5

,

-

i
 

美

し

い

需

準

語

(

]

グ

1
,、
日

喜

―

ぐ

上

、

光

風

出

版

発

行

二

言

昭

和

2

7

，

文

部

省

胴

査

局

グ

ロ

ー

マ

字

教

育

実

験

学

級

終

末

テ

プ

、

卜

の

一

年

度

）

国

語

課

胴

査

報

告

召

天

°
-
0

廿

動

物

学

編

タ

/9 

召

天

。

六

廿

物

理

学

編

”

グ

学

術

用

誇

集

焚

学

編

文

部

大

日

本

図

昭

―

九

省

誓

二

言

•
ア三

直

円

f

、
ク

グ一

一

四

円

土

木

学

会

ク

＝

二

五

円

日

本

鉱

業

グ

会

―

-
0
0

円

広
田
享
塾
官
）

（
学
術
課
）

国

語

問

題

答

〇

グ

14
」

文

部

省

調

査

局

ダ

国

鰐

課

贔

―

-

^

吃

祠

光

風

出

版

発

行

、

ニ

ニ

円

ロ
閏

三

底〖

メf

昭

―

―

〈

さ

写

み／

＊

昭

元

え

、

光

風

出

版

発

行

、

一

塁

円

国

群

審

睾

昭

和

2

7

.

会

報

告

饗

Lg
。

4

付

議

事

要

録

術

文

打立口

秀

英

出

版

昭

元

ふ

省

―

-
C
0円

尋 藁
f

晶

昭

1

一

七

、

突

統

計

出

版

発

行

綸

0
円

尺

，

＇

マ

字

実

験

学

級

の

調

査

報

文

部

省

調

査

普

及

局

グ

告

国

箆

院

ク

グ

義

務

教

育

に

お

げ

る

漠

字

習

得

に

関

す

る

調

査

報

告

ロ

ー

マ

字

教

育

実

験

学

昭

和

26

年

度

ク

グ

級

指

導

試

突

名

ま

え

と

（

国

語

ッ

3

5

ょ

ー

吉

田

澄

夫

：

文

部

省

グ

そ

の

文

字

リ

ー

ズ

、

調

査

普

及

局

国

語

課

＊

昭

―

―

守

―

―

-

、

春

秋

社

発

行

、

宝

円

国

語

審

稟

会

の

記

録

現

主

か

な

っ

か

い

の

制

定

ヵ

グ

ら

雪

語

白

書

の

発

表

ま

で

話

し

こ

と

ば

の

怯

格

国

誇

シ

，

話

し

こ

と

ば

の

表

親

（

リ

ー

ズ

6

)

＊

昭

―

―

七

。

穴

統

計

臣

版

発

行

、

芸

円

国

誇

間

題

を

こ

う

考

え

（

グ

7

原

富

男

‘’ 

‘’ 

沢

栄

吉

ク

み’

村山

恒堅

雄雄

/' 

9グ

有

£/ 

ふy
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/
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昭

＝

l

七

さ

―

-
l

品

＾

昭

天

合

光

風

出

版

発

行

、

天

円

2
、
]
井
之
口

明

治

以

後

に

お

げ

る

か

な

っ

か

い

問

類

つ

ク

ー

＼

％

昭

―

―

(

{

。

や

、

光

風

出

版

発

行

、

元

円

漢

字

と

国

語

教

育

（

；

～

13〕
倉

％

昭

―

―

〈

．

七

、

光

風

出

版

発

行

う

一

七

円

冬
“本

操

，，，． 

ク

召
孟
月

、＾

召

柔打

昭
11<・

!―― 

月
—

v
,
<

杯
＝
1
,

｀

‘’ 

昭

＝

l

〈

こ

―

l

ク

国

語

問

題

要

領

解

説

中

声
類

健

蔵

ク

ク

漢

字

指

導

の

問

題

つ

グ

3

〗
骨

r. 

＊

昭

―

―

七

・

穴

統

計

出

版

発

行

、

さ

円

J I I 

道

ゴ
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み

召
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l
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-
(
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品

昭

柔

．

写

、

白

龍

社

発

行

‘
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0
円

公

用

文

の

合

理

化

C
グ

2
こ
撚

坂

忠

則

／ヽ
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こ

ー
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ロ

ー

マ

字

教

育

実

験

学

＾

昭
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2

7

年

度

文

部

省

胴

歪

普

及

局

ク

級

指

導

試

案

匡

語

課

国

語

審

議

昭

和

2
4
:
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6
)

会

報

告

書

（

万

，

4

グ

付

醗

事

要

録

i

晶

＾

昭

＝

子

天

秀

英

出

版

発

行

三

習

ロ

ー

マ

字

教

育

実

験

学

級

昭

和

26
，

文

部

省

詞

査

局

＇

終

末

テ

ス

ト

の

調

査

報

告

一

年

度

）

国

語

襲

．

ク

当

用

漠

字

｀

硯

代

か

な

っ

か

い

叡

冒

口

馴

麟

疇

昭

l

七

＊

七

昭

和

2

8

L
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年

度

ロ

ー

マ

字

教

育

実

験

学

グ

級

指

導

試

案

や

や

進

ん

だ

段

閾

に

お

け

る

ロ

ー

マ

（

国

万

00,)
グ

字

文

の

学

習

指

導

ー

ス

ー

、

品

習

〈

｀

茂

光

風

出

版

発

行

、

1

一

岳

円

方

言

と

国

語

教

育

（

ク

1

1

]

東

文

部

省

受

己

文

部

省

調

査

普

及

局

刊

行

物

l

，

一

h
-
口

準

国

語

課

文

部
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）
~
ぷ
◇
…
昭
和
一
元
年
も
、
あ
と
し
ば

i

き

i
）
~
~
（
ら
く
で
お
別
れ
で
す
。
今
さ
ら
い

);~( 
)

i

“

.

(

5

の
も
愚
か
な
こ
と
な
が
ら
、
ど

）
；
と
i
（
う
し
て
こ
う
も
、
月
日
の
流
れ
は

).~"( 

一
~
一
（
速
い
の
で
し
ょ
う
。
一
一
月
号
を

）
i
-
（
こ
こ
に
お
届
け
す
る
こ
と
と
な
り

1

あ
i

ま
し
た
が
。
ま
た
し
て
も
月
遅
れ
で
、
お
耶
ず

か
し
い
か
ぎ
り
で
す
。
し
か
し
、
ニ
一
月
号
は
、

ど
う
や
ら
年
内
に
発
送
、
お
目
に
か
け
る
こ
と

が
で
き
そ
う
で
、
ま
ず
ま
ず
お
許
し
が
願
え
る

も
の
と
、
ほ
つ
と
し
て
い
ま
す
。

◇
・
：
官
公
労
機
関
甑
問
題
に
つ
い
て
は
、
周
知

の
と
お
り
、
さ
き
に
千
葉
県
教
育
委
員
会
は
、

佐
久
間
氏
が
法
に
抵
触
す
る
と
す
る
こ
と
は
適

法
で
な
い
と
の
見
解
を
発
表
し
ま
し
た
が
、
文

部
省
お
よ
び
人
事
院
で
も
、
法
に
違
反
す
る
も

の
で
あ
る
と
し
て
、
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
本

号
で
は
、
ま
ず
こ
の
問
題
に
つ
い
て
解
説
を
加

え
ま
し
た
。
教
育
―
―
法
律
の
趣
旨
の
藻
成
に
、

い
っ
そ
う
の
努
力
が
払
わ
れ
る
よ
う
、
切
菌
し

て
や
み
ま
せ
ん
。

◇
…
教
育
職
員
免
許
法
お
よ
び
同
法
施
行
法

は
、
さ
る
第
一
九
国
会
で
制
定
さ
れ
た
同
法
の

一
部
改
正
法
お
よ
び
同
整
理
法
に
よ
り
、
そ
の

一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
回
こ
れ
に
伴

い
、
同
法
施
行
規
則
等
関
係
省
令
の
改
正
が
行

わ
れ
、
き
た
る
一
―
一
月
―
―
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
改
正
は
、
従
来
に

見
ら
れ
な
か
っ
た
大
規
模
な
も
の
な
の
で
、
こ

れ
ら
の
省
令
に
つ
い
て
、
主
管
課
の
担
当
官

に
、
教
正
の
主
要
点
を
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ヤ

◇
:
•
ま
た
、
第
一
九
国
会
に
お
い
て
関
係
法
律

の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
た
た
め
に
、
本
年
―
―
―

月
＝
一
日
以
後
は
、
校
長
・
教
育
長
・
指
導
主
事

の
免
許
状
制
度
が
廃
止
せ
ら
れ
、
か
わ
っ
て
任

用
贅
格
の
制
度
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
の
で
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
関
係
法
規

を
通
し
て
説
明
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ご
研
究

の
参
考
と
し
て
お
読
み
く
だ
さ
い
。

◇
…
昭
和
―
―
―
年
―
一
月
、
政
府
が
国
誇
審
譲

会
答
申
の
当
用
漠
字
表
・
現
代
か
な
。
つ
か
い
を

採
択
し
て
、
内
閣
訓
令
、
告
示
と
し
て
公
布
し

て
か
ら
満
八
年
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の

機
会
に
、
戦
後
に
お
け
る
国
誇
改
善
の
施
策
の

あ
ゆ
み
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
こ
と
は
意
義
深

い
こ
と
と
思
い
、
主
管
課
に
執
筆
を
依
頼
し
ま

し
た
と
こ
ろ
、
早
速
、
稿
を
よ
せ
ら
れ
、
編
者

と
1
て
大
い
に
喜
ん
で
お
り
ま
す
。
読
者
各
位

が
、
国
語
問
題
の
重
要
性
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
認
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識
し
、
理
解
さ
れ
て
、
施
策
の
普
及
と
問
題
の

解
決
に
ご
協
力
く
だ
さ
る
な
ら
ば
、
筆
者
は
も

と
よ
り
編
集
者
と
し
て
も
、
こ
の
う
え
な
い
幸

で
す
。

◇
…
「
比
較
教
育
行
政
制
度
」
と
し
て
、
前
号

で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
行
政
制
度
に
つ
い
て

紹
介
し
ま
し
た
が
、
本
号
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

教
育
行
政
制
度
に
つ
い
て
述
べ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
な
お
、
次
号
に
お
い
て
は
、
西
独
に
つ
い

て
紹
介
し
て
く
れ
る
予
定
で
す
。

◇
…
「
わ
が
教
育
委
員
会
」
の
欄
に
は
、
福
島

市
教
育
委
員
会
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
「
指
導
主
事

組
織
と
そ
の
活
動
」
を
掲
載
す
る
こ
と
と
し
ま

し
た
Q
ご
好
意
に
対
し
心
か
ら
感
謝
し
ま
す
。

公
編
集
子
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